
鹿 児 島 県 公 報

令和４年12月16日（金） 第 ３ ７ ２ 号

一般競争入札公告（管財課扱い）分

入 札 説 明 書

＜入札事項名＞

鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10番１号

鹿児島県出納局管財課

電話番号 099-286-3800



入 札 説 明 書

鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気の購入に係る一般競争入札については，関

係法令に定めるもののほか，この入札説明書によるものとする。

１ 入札公告日 令和４年12月16日（金）

２ 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一

３ 契約担当課 鹿児島県出納局管財課

住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１号

電話番号 099-286-3800

F A X番号 099-286-5641

４ 入札に付する事項

 件 名 鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気

（別紙「対象施設一覧表」のとおり）

 内 容 「各施設の仕様書」のとおり

５ 入札に参加する者に必要な資格

入札に参加する者は，次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和52年鹿児島県告示第166号）第３

条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって，当該資格を入札書

の提出期限の時点で有するものであること。

 入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第２条第１項

各号のいずれにも該当しない者であること。

 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の登録を受けている者であること。

 供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

６ 入札参加資格の確認に関する事項

上記５の資格を有することを確認するため，入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに

84円切手を貼付した返信用封筒（定型長３）を提出すること。

 受付期間 令和４年12月16日（金）から令和５年１月24日（火）までのそれぞれの日

（県の休日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

 受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係

住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

電話番号 099-286-3798

F A X番号 099-286-5641

 確認する資料

ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知

書

イ 電気事業法第２条の２の登録を受けている者であることを証する書類

ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類

（詳細については，別紙「資格に係る詳細事項」のとおり）

エ 別紙１に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書

（評価基準は，別紙２のとおり）



 入札参加資格確認申請書に係る結果通知は，令和５年１月31日（火）までに入札参加資

格確認通知書により通知する。

７ 入札説明会

入札説明会は行わない。

８ 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧

入札説明書等に対する質問は，文書により次の受付場所に持参し，または郵送により行う

ものとする。

また，質問に対する回答書については，閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うも

のとする。

 質問書受付場所 前記３に同じ

 質問書受付期限 令和５年１月６日（金）午後５時まで

 回答書閲覧場所 前記３に同じ

 回答書閲覧期間 令和５年１月12日（木）から令和５年１月31日（火）までのそれぞれ

の日（県の休日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。

９ 入札書の記載

 見積金額は，各施設の契約電力に係る基本料金，使用電力量に係る使用電力料金及び

調整料金（各割引等）の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお，「電気料金総価内訳書」（別紙様式１）にその積算内訳として，契約電力に係

る基本料金，使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価

（課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。）を乗じて計算した

金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に１銭未満の端数があるときは，その端数金額を

切り捨てるものとし，割引率又は加算率があるときは，少数点以下４位未満の端数を切り

捨てるものとする。

ただし，入札書に記載する金額は，参考総価比較額とする。

また，力率調整については，基本料金に含めるものとする。

⑵ 落札決定に当たっては，入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とする。

10 入札

入札に参加する者は，入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便（配達を証明することが

できる郵便又は信書便とし，提出期限内に必着とする。）により，次のとおり提出すること。

 入札書の提出期限 令和５年２月７日(火) 正午まで

 入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

 入札書は，直接提出する場合は封書に入れ密封し，かつ，その封皮に氏名（法人の場合

はその名称または商号）及び「令和５年２月８日開封〔鹿児島県有施設その２（14施設）

で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし，郵便又は信書便による入札の場合は二重封

筒とし，入札書を中封筒に入れ密封の上，当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様

に氏名等を朱書きし，外封筒の封皮には「令和５年２月８日開封〔鹿児島県有施設その２

（14施設）で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

 入札参加者は，代理人をして入札させるときは，委任状を提出しなければならない。

 入札者又はその代理人は，提出した入札書の書換え，引替え，又は撤回をすることがで

きない。



 入札者又はその代理人が，相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で，競争入札を公正

に執行することができない状態にあると認めたときは，当該入札を延期し，又はこれを中

止することがある。

11 最低制限価格

設定しない。

12 入札保証金

契約しようとする総価額の100分の５以上の金額（現金に代え，政府の保証のある債券，

契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手，契約担当者が

確実と認める金融機関が引受け，又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも

可）を入札書の提出期限までに納付すること。ただし，次の 又は のいずれかに該当する

ときは，入札保証金の納付が免除される。

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には，契約締結後還付する。

 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を被保

険者とする入札保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出した

とき。なお，保証期間は，入札日から契約締結日までとすること。

 入札に参加しようとする者が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方

公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を

２回以上にわたって締結し，かつ，これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提

出したとき。（その者が落札した場合において，今回の契約を締結しないこととなるおそ

れがないと認められるときに限る。）

13 契約保証金

免除する。

14 開札

 開札は，入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において，入

札者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ

て行う。

 開札日時及び場所

日時 令和５年２月８日(水) 午前10時から

場所 鹿児島県庁（行政庁舎１階）管財課入札室

15 入札の無効

次の から までのいずれかに該当する入札は，無効とする。

 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

 ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札

 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

 入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又

は入札者の押印のない入札書による入札

 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入

札

 民法（明治29年法律第89号）第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認

めた場合の入札

 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札

 その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札



16 落札者の決定の方法

 有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をも

って申し込みをしたものを落札者とする。

 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは，直ちに当該入札者にくじを

引かせ，落札者を決定するものとする。この場合において，当該入札者のうち開札に立ち

あわない者，又はくじを引かない者があるときは，これに代えて当該入札事務に関係のな

い職員にくじをひかせるものとする。

 契約は，電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価，使用電力量料金の単価

及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置

開札をした場合において落札者がないときは，地方自治法施行令第167条の８第４項の規

定により再度の入札をすることができる。この場合において，再度の入札は，入札者又はそ

の代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で，郵便又は信書便入札を

含む場合にあっては別に定める日時，場所において行う。

18 支払条件

 落札者は，各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が，毎月末日の24時に計量器に

記録された値を読みとり，計量した使用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用電

力量をいう。）を受領し，その値を県（各施設）に通知するものとする。

 県（各施設）の検収後，落札者の定める任意の様式による請求書により，電気料金の

支払いを県（各施設）に請求するものとする。

 県（各施設）は， の請求があったときは，請求書を受理した日から起算して30日以内

に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成

 落札者は，落札の通知を受けた日から起算して５日以内に契約の案を提出しなければな

らない。

 落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは，その落札は効力を失う。

20 異議の申立て

入札した者は，入札後，入札説明書，仕様書，契約書式等についての不明を理由として

異議を申し立てることはできない。

21 その他

 入札参加者は，契約書及び仕様書を熟読のうえ，入札しなければならない。

 契約書，仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記３に同じ

 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は，日本語及び日本通貨に限る。

 この調達は，世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

 この入札に係る契約は，令和５年４月１日（土）に確定する。

 その他詳細不明な点については，鹿児島県出納局管財課に照会すること。



入札参加資格確認申請書

令和 年 月 日

鹿児島県知事 塩田 康一 殿

住 所

商号及び名称

代 表 者 氏 名 印

令和４年12月16日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する

電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので，下記の書類を添えて申請します。

なお，下記１に掲げる資格要件にすべて該当する者であること，さらに添付書類の内容につ

いては事実と相違ないことを誓約します

記

１ 入札に参加する者に必要な資格

⑴ 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和52年鹿児島県告示第166号）第３

条第３項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって，当該資格を入札

書の提出期限の時点で有するものであること。

⑵ 入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第２条第１

項各号のいずれにも該当しない者であること。

⑶ 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の登録を受けている者であること。

⑷ 供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

２ 添付書類

⑴ 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書

⑵ 電気事業法第２条の２の登録を受けている者であることを証する書類

⑶ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類

⑷ 別紙１に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書



管第 号

令和 年 月 日

商号又は名称

代表者名 様

鹿児島県知事 塩田 康一

入札参加資格確認審査の結果について（通知）

先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について，下記のとおり通知します。

記

１ 入札件名 鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気

２ 判 定 合 格 ・ 不合格

※ 不合格の理由

なお，この確認申請をした日から入札日までの間で，当該入札の参加資格に関する事項に変

更が生じた場合は，変更内容を記した変更届に，変更事項を証明できる書類を添えて，遅滞な

く届け出て下さい。



入 札 保 証 金 納 付 書

第 号

一 金

ただし，鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気に係る入札

保証金

現 金

その他 証 券 名

記号番号

額面金額

上記のとおり納付します。

年 月 日

契約担当者

鹿児島県知事 塩田 康一 殿

納入者 住 所

氏 名 印

入 札 保 証 金 領 収 書

第 号

一 金

ただし，鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気に係る入札

保証金

現 金

その他 証 券 名

記号番号

額面金額

上記のとおり領収しました。

年 月 日

出納員等

氏 名 印

取扱者 印

殿



入 札 保 証 金 還 付 請 求 書

第 号

一 金

ただし，鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気に係る入札

保証金

現 金

その他 証 券 名

記号番号

額面金額

上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日

契約担当者

鹿児島県知事 塩田 康一 殿

住 所

氏 名 印

上記のとおり領収しました。

年 月 日

出納員等

殿

住 所

氏 名 印



入 札 書

入 札 事 項 ： 鹿 児 島 県 有 施 設 そ の ２ （ 14施 設 ） で 使 用 す る 電 気

参 考 総 価 比 較 額

一 金

上 記 の と お り 入 札 し ま す 。

令 和 年 月 日

契 約 担 当 者

鹿 児 島 県 知 事 塩 田 康 一 殿

住 所

氏 名 印

注 入 札 金 額 は ， 見 積 も っ た 契 約 金 額 の 110分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記

載 す る も の と す る 。

令 和 年 月 日 上 記 入 札 金 額 の 100分 の 110に 相 当

す る 金 額 で 落 札 決 定 通 知 印



資格に係る詳細事項

入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」で

あることを示す資料とは，概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ（日程表）

詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況

② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況

③ 給電運用に係る諸手続の状況

④ 計量器関係の工事計画

※注１ 上記において，既に交付を受けている書類があれば，関係書類の写しを添付すること。

※注２ 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は，上記以

外の内容も認めます。



対象施設一覧

【別紙】

番号 施　設　名 年間使用量 契約電力

1 ハートピアかごしま 857,358 311

2 大口食肉衛生検査所 65,593 23

3 末吉食肉衛生検査所 80,725 32

4 鹿児島県中央児童相談所 155,830 71

5 若駒学園 172,437 47

6 吹上高等技術専門校 126,408 64

7 水産技術開発センター 1,456,658 300

8 工業技術センター 983,850 542

9 宮之城高等技術専門校 195,429 113

10 水産技術開発センター(ジツケンチ ブン) 129,890 18

11 姶良高等技術専門校 107,811 106

12 鹿屋高等技術専門校 75,429 53

13 姶良高等技術専門校寄宿舎 61,214 27

14 桜島フェリーターミナル 677,853 325

5,146,485 2,032合　　計

件名：鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気



様式１

調整
料金

契約
電力
kW (A)

単価
円/kW
(B)

基本料金(円)
(A)×(B)×12
月×0.85　①

区分
使用

電力量
kWh

単価
円／kWh

年間電力
使用料金

円

電力使用料
年間合計
(円)　②

詳細
別紙
③

夏季 245,806

その他季 611,552

夏季 19,686

その他季 45,907

夏季 23,940

その他季 56,785

夏季 45,406

その他季 110,424

ピーク 7,017

夏季昼間 22,254

その他季昼間 65,371

夜間 77,795

夏季 34,047

その他季 92,361

ピーク 48,080

夏季昼間 150,641

その他季昼間 538,766

夜間 719,171

夏季 320,358

その他季 663,492

夏季 54,304

その他季 141,125

ピーク 3,610

夏季昼間 13,247

その他季昼間 43,705

夜間 69,328

夏季 31,143

その他季 76,668

夏季 22,750

その他季 52,679

ピーク 1,468

夏季昼間 8,004

その他季昼間 22,799

夜間 28,943

ピーク 45,718

夏季昼間 107,751

その他季昼間 259,931

夜間 264,453

見積金額

参考総価比較額
（入札金額）

参考総価比較額（入札金額）=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)

桜島フェリーター
ミナル

325

姶良高等技術専
門校寄宿舎

27

鹿屋高等技術専
門校

53

姶良高等技術専
門校

106

水産技術開発セ
ンター(ジツケンチ
ブン)

18

宮之城高等技術
専門校

113

工業技術セン
ター

542

水産技術開発セ
ンター

300

吹上高等技術専
門校

64

若駒学園 47

鹿児島県中央児
童相談所

71

末吉食肉衛生検
査所

32

備考

ハートピアかごし
ま

311

鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気
（電気料金総価内訳書）

施設名

基本料金（力率100％）　 電力使用料金 合計金額
(基本料金)①＋
(電力量料金)②＋

(調整料金)③

大口食肉衛生検
査所

23



別紙１ 

電力の調達に係る環境配慮における評価報告書 

 

年  月  日 

鹿児島県知事 塩田 康一 あて 

住所 

                      商号又は名称 

                      代表者氏名 

 

電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。 

 なお，この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法 

開 示 方 法 番号 添付資料 

①ホームページ  ②パンフレット ③チラシ 

④その他（             ） 
 

開示状況がわ

かる書類 

 

２ 令和２年度の状況 

 
基 本 項 目 

自社の 

基準値 
点数 添付資料 

① 令和２年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係

数（単位：kg-CO2/kWh）   
 

② 令和２年度の未利用エネルギー活用状況   
算出根拠とな

る書類 

③ 令和２年度の再生可能エネルギー導入状況   
算出根拠とな

る書類 

 

 
加 点 項 目 

取組の

有無 
点数 添付資料 

④ 
需要家への省エネルギー・節電に関する情報

提供の取組 
  通知等の写し 

  

①～④の合計点数  
 

 



別紙２ 

 

電力の調達に係る環境配慮評価基準 

 

１．条件 

（１） 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（※１）しており、かつ、①令和2年度 1kWh当

たりの二酸化炭素排出係数、②令和2年度の未利用エネルギー活用状況、③令和2年度の再生可能

エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の４項目に係

る数値を以下の表に当てはめる。 

 

要素 区分 得点 

①令和2年度１kWh 当たりの二

酸化炭素排出係数（単位：

kg-CO2/kWh） 

0.000 以上 0.400 未満 70 

0.400 以上 0.425 未満 65 

0.425 以上 0.450 未満 60 

0.450 以上 0.475 未満 55 

0.475 以上 0.500 未満 50 

0.500 以上 0.525 未満 45 

0.525 以上 0.550 未満 40 

0.550 以上 0.575 未満 35 

0.575 以上 0.600 未満 30 

0.600 以上 0.625 未満 25 

0.625 以上 0.690 未満 20 

0.690 以上  0 

②令和2年度の未利用エネルギ

ー活用状況 

0.675％以上 10 

0％超 0.675％未満  5 

活用していない  0 

③令和2年度の再生可能エネル

ギー導入状況 

7.50％以上 20 

5.00％以上 7.50％未満 15 

2.50％以上 5.00％未満 10 

0％超 2.50％未満  5 

活用していない  0 

④需要家への省エネルギー・節

電に関する情報提供の取組 

取り組んでいる  5 

取り組んでいない  0 

 

（注）各用語の定義は，表「各用語の定義」を参照。 

※１ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源構成等の算定や

開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小

売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から１年間に限って開示予

定時期（事業開始日から１年以内に限る。）を明示することにより、適切に開示したものとみな

す。 

 

 

 

 



２．添付書類等 

・確認関係書類として，１（１）の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付する

こと。 

表 各用語の定義 

用語 定義 

① 令和2年度 

1kWh当たりの二酸

化炭素排出係数 

「令和2年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。  

 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表され

ている令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。 

なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で令和２年度の事業

者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が

自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 

②令和2年度 

の未利用エネルギ

ー活用状況 

未利用エネルギーの有効活用の観点から，令和2年度における未利用エネルギ

ーの活用比率を使用する。算出方法は，以下のとおり。 

 

令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端）（kWh）を令和2年

度の供給電力量（需要端）（kWh）で除した数値 

 

（算定方式） 

 

令和2年度の未利用エネルギーの活用状況(％) =令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)
令和2年度の供給電力量（需要端）

× 100 
 

１．未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネル

ギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギ

ーによる発電量を算出する。  

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の

実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分

する。  

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用

エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率か

ら未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出

し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電

分とする。  

２．未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社 

電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含

まれる未利用エネルギー活用分については含まない。）をいう。 

①工場等の廃熱又は排圧 

②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108 号）（以 下「FIT 法」

という。）第二条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するも

のを除く。） 

③高炉ガス又は副生ガス 

３．令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への

販売分は含まない 

４．令和2年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 

 

 

 



③令和2年度の再生エ

ネルギーの導入状

況 

再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの 

 

（算定方式） 

令和2年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ①+②+③+④+⑤+⑥⑦ ×100 
① 令和２年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であっ

て、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化（償却）することにより

環境価値を有するもの（送電端（kWh)） 

② 令和２年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であっ

て、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化（償却）することにより

環境価値を有するもの（送電端(kWh)) 

③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力

に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に

相当するグリーンエネルギー の電力量（kWh） 

④ J－クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレ

ジットの電力相当量（kWh） 

⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネ

ルギー電気に係る非化石証書の量（kWh） 

⑥ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが

判別できる 非FIT 非化石証書の量（kWh）（ただし、電源情報等を明ら

かにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由

来することが判別できる非FIT 非化石証書に限る。） 

⑦ 令和2年度の供給電力量（需要端(kWh)） 

 

１．再生可能エネルギーとは，FIT 法第二条第４項に定められる再生可能エネ

ルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし，太陽光、風力、水力

（30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない）、地熱、バイオマスを用い

て発電された電気とする。（ただし、インバランス供給を受けた電力に含ま

れる再生可能エネルギー電気については含まない。） 

２．令和2年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②＋③＋④＋⑤+⑥）

には他小売電気事業者への販売分は含まない。 

３．令和2年度の供給電力量（⑦）には他小売電気事業者への販売分は含まない。 

④需要家への省エネ

ルギー・節電に関す

る情報提供の取組 

需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について，需要

家の省エネルギーの促進の観点から評価する。 

具体的な評価内容として， 

・電力デマンド監視による使用電力量の表示（見える化） 

・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス（リアルタ

イムの情報提供，協力需要家への優遇措置の導入） 

例えば，需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にするこ

と，需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと，電力逼

迫時等に電気事業者側からの要請に応じ，電力の使用抑制に協力した需要家に

対して電力料金の優遇を行う等があげられる。 

なお，本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な

情報提供の働きかけを評価するものであり，不特定多数を対象としたホームペ

ージ等における情報提供や，毎月の検針結果等，通常の使用電力量の通知等は

評価対象とはならない。 

 



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

311
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

857,358

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

ハートピアかごしま

鹿児島市小野一丁目１番１号

電力供給

事務所

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
ハートピアかごしま

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 63,968

R５年５月 67,384

R５年６月 78,276

R５年７月 88,825

R５年８月 83,017

R５年９月 73,964

R５年１０月 79,409

R５年１１月 63,396

R５年１２月 67,680

R６年１月 67,763

R６年２月 58,558

R６年３月 65,118

合計（KWH) 245,806 611,552

年間予定使用
電力量合計（KWH) 857,358 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 311 318

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

23
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

65,593

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

大口食肉衛生検査所

伊佐市大口宮人５２１

電力供給

庁舎

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
大口食肉衛生検査所

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 4,146

R５年５月 4,404

R５年６月 5,226

R５年７月 6,648

R５年８月 6,876

R５年９月 6,162

R５年１０月 5,658

R５年１１月 4,992

R５年１２月 5,100

R６年１月 5,706

R６年２月 5,718

R６年３月 4,957

合計（KWH) 19,686 45,907

年間予定使用
電力量合計（KWH) 65,593 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 23 31

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

32
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

80,725

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
産業用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

末吉食肉衛生検査所

曽於市末吉町諏訪方８６０８－１０

電力供給

庁舎

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
末吉食肉衛生検査所

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 6,234

R５年５月 6,462

R５年６月 7,194

R５年７月 8,328

R５年８月 8,340

R５年９月 7,272

R５年１０月 6,930

R５年１１月 6,042

R５年１２月 6,108

R６年１月 6,210

R６年２月 5,520

R６年３月 6,085

合計（KWH) 23,940 56,785

年間予定使用
電力量合計（KWH) 80,725 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 32 32

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

71
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

155,830

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

鹿児島県中央児童相談所

鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6丁目12番

電力供給

その他福祉施設

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
鹿児島県中央児童相談所

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 8,995

R５年５月 9,079

R５年６月 11,731

R５年７月 16,042

R５年８月 15,508

R５年９月 13,856

R５年１０月 11,903

R５年１１月 9,311

R５年１２月 11,986

R６年１月 15,976

R６年２月 17,587

R６年３月 13,856

合計（KWH) 45,406 110,424

年間予定使用
電力量合計（KWH) 155,830 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 71 91

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

47
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

172,437

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用季時別電力A
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

若駒学園

霧島市国分上之段２５２８

電力供給

学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
若駒学園

予定使用電力量及び契約電力

使用量
ピーク

使用量
夏季昼間

使用量
その他季昼間

使用量
夜間

R５年４月 5,965 5,060

R５年５月 5,458 5,669

R５年６月 6,890 4,682

R５年７月 2,442 7,846 8,157

R５年８月 2,504 8,060 8,023

R５年９月 2,071 6,348 6,097

R５年１０月 7,230 5,077

R５年１１月 6,516 5,326

R５年１２月 8,389 7,564

R６年１月 8,872 8,785

R６年２月 8,671 7,750

R６年３月 7,380 5,605

合計（KWH) 7,017 22,254 65,371 77,795

年間予定使用
電力量合計（KWH) 172,437 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 47 52

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

64
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

126,408

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

吹上高等技術専門校

日置市吹上町中之里１７１７

電力供給

大学・各種学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
吹上高等技術専門校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 7,803

R５年５月 9,283

R５年６月 10,844

R５年７月 13,249

R５年８月 9,044

R５年９月 11,754

R５年１０月 10,350

R５年１１月 9,975

R５年１２月 10,899

R６年１月 11,459

R６年２月 13,193

R６年３月 8,555

合計（KWH) 34,047 92,361

年間予定使用
電力量合計（KWH) 126,408 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 64 62

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

300
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

1,456,658

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
産業用季時別電力A
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

水産技術開発センター

指宿市岩本宇高田上160－10

電力供給

試験・研究施設

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
水産技術開発センター

予定使用電力量及び契約電力

使用量
ピーク

使用量
夏季昼間

使用量
その他季昼間

使用量
夜間

R５年４月 67,085 68,863

R５年５月 46,327 59,254

R５年６月 58,737 48,248

R５年７月 16,606 52,307 59,540

R５年８月 16,302 51,335 58,651

R５年９月 15,172 46,999 54,781

R５年１０月 59,463 50,035

R５年１１月 48,916 49,283

R５年１２月 57,013 58,444

R６年１月 60,345 68,732

R６年２月 68,531 73,559

R６年３月 72,349 69,781

合計（KWH) 48,080 150,641 538,766 719,171

年間予定使用
電力量合計（KWH) 1,456,658 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 300 300

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

542
　契約上使用できる最大電力をいい，３０分最大需要電力計により計測され
る数値の需要電力で，原則としてこれを越えないものとする。

983,850

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

工業技術センター

霧島市隼人町小田１４４５－１

電力供給

試験・研究施設

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
工業技術センター

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 66,326

R５年５月 69,024

R５年６月 78,409

R５年７月 107,231

R５年８月 109,037

R５年９月 104,090

R５年１０月 70,637

R５年１１月 63,077

R５年１２月 76,364

R６年１月 87,517

R６年２月 78,379

R６年３月 73,759

合計（KWH) 320,358 663,492

年間予定使用
電力量合計（KWH) 983,850 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 542 542

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

113
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

195,429

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A

九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

宮之城高等技術専門校

薩摩郡さつま町船木８８１

電力供給

大学・各種学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
宮之城高等技術専門校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 9,991

R５年５月 12,934

R５年６月 15,315

R５年７月 19,039

R５年８月 13,714

R５年９月 21,551

R５年１０月 19,130

R５年１１月 18,187

R５年１２月 18,044

R６年１月 15,439

R６年２月 19,441

R６年３月 12,644

合計（KWH) 54,304 141,125

年間予定使用
電力量合計（KWH) 195,429 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 113 113

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

18
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

129,890

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
産業用季時別電力A
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

水産技術開発センター(ジツケンチ ブン)

指宿市西方２６９９

電力供給

試験・研究施設

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
水産技術開発センター(ジツケンチ ブン)

予定使用電力量及び契約電力

使用量
ピーク

使用量
夏季昼間

使用量
その他季昼間

使用量
夜間

R５年４月 5,145 5,902

R５年５月 4,710 6,646

R５年６月 5,775 5,657

R５年７月 1,217 4,485 6,448

R５年８月 1,223 4,438 6,403

R５年９月 1,170 4,324 6,267

R５年１０月 5,903 6,168

R５年１１月 4,617 5,299

R５年１２月 4,629 5,266

R６年１月 4,283 5,650

R６年２月 4,063 4,835

R６年３月 4,580 4,787

合計（KWH) 3,610 13,247 43,705 69,328

年間予定使用
電力量合計（KWH) 129,890 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 18 18

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

106
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

107,811

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A-1
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

姶良高等技術専門校

姶良市西餠田1120

電力供給

大学・各種学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
姶良高等技術専門校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 6,122

R５年５月 6,677

R５年６月 8,647

R５年７月 11,627

R５年８月 8,914

R５年９月 10,602

R５年１０月 8,528

R５年１１月 6,994

R５年１２月 7,914

R６年１月 10,635

R６年２月 12,598

R６年３月 8,553

合計（KWH) 31,143 76,668

年間予定使用
電力量合計（KWH) 107,811 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 106 101

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

53
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

75,429

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用電力A-1
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

鹿屋高等技術専門校

鹿児島県鹿屋市川西町３４８２

電力供給

大学・各種学校

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
鹿屋高等技術専門校

予定使用電力量及び契約電力

使用量
夏季

使用量
その他季

R５年４月 4,234

R５年５月 5,012

R５年６月 6,298

R５年７月 7,801

R５年８月 6,827

R５年９月 8,122

R５年１０月 5,936

R５年１１月 4,769

R５年１２月 6,198

R６年１月 7,494

R６年２月 8,003

R６年３月 4,735

合計（KWH) 22,750 52,679

年間予定使用
電力量合計（KWH) 75,429 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 53 58

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

27
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

61,214

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用季時別電力A-1
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

姶良高等技術専門校寄宿舎

姶良市西餠田1128-1

電力供給

寄宿舎

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
姶良高等技術専門校寄宿舎

予定使用電力量及び契約電力

使用量
ピーク

使用量
夏季昼間

使用量
その他季昼間

使用量
夜間

R５年４月 1,670 1,316

R５年５月 1,799 1,645

R５年６月 2,607 1,885

R５年７月 475 2,822 2,776

R５年８月 440 2,189 2,050

R５年９月 553 2,993 2,945

R５年１０月 3,196 2,316

R５年１１月 2,395 2,274

R５年１２月 2,708 2,636

R６年１月 3,229 3,649

R６年２月 3,292 3,603

R６年３月 1,903 1,848

合計（KWH) 1,468 8,004 22,799 28,943

年間予定使用
電力量合計（KWH) 61,214 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 27 30

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



１ 件名

２ 仕様

⑴ 供給場所

⑵ 用途

⑶ 電力供給条件
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

⑷ 契約電力及び予定使用電力量
ア

イ

ウ

⑸ 供給期間

⑹ 電力量の検針
ア
イ

⑺ 供給地点

⑻ 計量地点

⑼ 電気工作物の財産分界点

⑽ 保安上の責任分界点

⑾ その他

・発注者の求めに応じて，供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供
すること。

325
　供給開始後の契約電力は，その１ヶ月の最大需要電力と前１１ヶ月の最大
需要電力のいずれか，大きい値により決定する。

677,853

100

あり

　なお，入札価格の算定にあたっては，力率は１００％とし，燃料費調整単価
及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基
づく賦課金は考慮しないこと。

力率 ％

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

自動検針装置
電力会社の検針の方法

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

落札者に情報提供する。

交流３相３線方式
6,000Ｖ

自動検針

・力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び契約書に定めのないそ
の他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条
件並びに選択供給条件による。

一回線受電方式
業務用季時別電力A
九州電力（株）

60Ｈｚ

旧一般電気事業者供給時の契約種別
現在の電力需給契約者

予定契約電力 ｋＷ

ｋＷｈ予定使用電力量
（令和３年度使用実績。別紙１参照）

仕　　　様　　　書

桜島フェリーターミナル

鹿児島市本港新町４－１

電力供給

交通施設

供給電気方式
標準電圧
標準周波数
受電方式



別紙１
桜島フェリーターミナル

予定使用電力量及び契約電力

使用量
ピーク

使用量
夏季昼間

使用量
その他季昼間

使用量
夜間

R５年４月 13,925 15,439

R５年５月 13,211 18,197

R５年６月 43,616 18,563

R５年７月 16,856 38,350 28,522

R５年８月 14,688 36,052 27,316

R５年９月 14,174 33,349 29,481

R５年１０月 37,115 23,015

R５年１１月 14,903 16,169

R５年１２月 29,366 22,480

R６年１月 41,161 26,793

R６年２月 41,025 22,845

R６年３月 25,609 15,633

合計（KWH) 45,718 107,751 259,931 264,453

年間予定使用
電力量合計（KWH) 677,853 ※令和４年８月分契約電力

予定契約電力 325 348

※令和３年度実績値を採用

電力量（KWH）



 

電気需給契約書 

 

 

１ 件   名  鹿児島県有施設その２（14施設）で使用する電気 

 

２ 契 約 期 間  令和５年４月１日から 

         令和６年３月31日まで 

 

３ 契 約 単 価  別紙契約単価明細書のとおり 

 

４ 契約保証金  免除 

 

 上記の電気の需給について，鹿児島県と           は，各々の対等な立場

における合意に基づいて，別添の条項によって公正な契約を締結し，信義に従って誠実に

これを履行するものとする。 

 この契約の証として本書２通を作成し，当事者記名押印の上，各自一通を保有する。 

 

 

 

    令和  年  月  日 

 

 

 

          （甲） 鹿児島県   

                   

              契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番１号 

 

                                        鹿児島県知事  塩田 康一     印 

 

 

                    （乙） 住所  

   

 

 

                            氏名                     印 



（総則） 

第１条 鹿児島県（以下「甲」という。）及び        （以下「乙」という。）

 は，日本国の法令を遵守し，この契約（仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同

 じ。）に従い履行しなければならない。 

２ 乙は，仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間（以下 

 「契約期間」という。）中，甲に供給するものとし，甲は，乙に対価を支払うものとす 

 る。 

３ 乙は，この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

４ この契約に関して甲乙間で用いる言語は，日本語とする。 

５ この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は，日本円とする。 

６ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は，仕様書に特別の定めがある場合 

 を除き，計量法（平成４年法律第51号）に定めるところによるものとする。 

７ この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法（明治29年法律第89号)及び

 商法（明治32年法律第48号）に定めるところによるものとする。 

８ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。 

９ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては，鹿児島地方裁判所をもって

 合意による専属的管轄裁判所とする。 

 （請求等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約に定める請求，通知，報告，申出，承諾，解除（以下「請求等」とい 

  う。）は，書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，緊急やむを得ない事情がある場合には，甲及び乙は，前項 

 に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において，甲及び乙は，既に行 

 った請求等を書面に記載し，これを相手方に交付するものとする。 

３ 甲及び乙は，この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは，当該協議の内容 

 を書面に記録するものとする。 

 （権利義務の譲渡等） 

第３条 甲及び乙は，この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は継承さ 

 せてはならない。ただし，あらかじめ，相手方の書面による承諾を得たとき，又は中小

 企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第３条の４第１項に規定する流動資産担保保

 険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。 

 （使用電力量の増減） 

第４条 甲の使用電力量は，予定使用電力量を上回り，又は下回ることができる。 

 （契約電力の変更） 

第５条 契約電力500kW未満の施設について，各月の契約電力は，その１月の最大需要電

力と前11月の最大需要電力のうち，いずれか大きい値とする。 

２ 契約電力500kW以上の施設について，契約電力の変更について必要があると認めると

きは，甲乙協議して定める。この場合において，甲は，必要があると認められるとき

は，契約電力を変更しなければならない。 

３ 甲が前項の規定にかかわらず，契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した 

 場合には，超過金を支払うものとする。



 （使用電力量の計量） 

第６条 乙は，各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が毎月末日の24時に計量器に

 記録された値を読みとり，計量した使用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用

 電力量をいう。）を受領し，その値を甲に通知しなければならない。 

２ 電力量料金の算定は，前項の使用電力量により行うものとする。 

 （契約単価の変更） 

第７条 契約後において乙の発電事情等に変動をきたし，契約単価を改定する必要が生じ 

 たときは，甲乙協議の上これを改定することができる。 

 （支払） 

第８条 乙は，第６条第１項の計量の通知後，当該月に係る電気料金の支払いを請求する 

 ことができる。 

２ 前項に規定する電気料金は，別紙契約単価明細書による請求金額の算定方式によるも

 のとする。（ただし１円未満の端数は切り捨てる。） 

３ 甲は，第１項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から30日以内に電気

 料金を支払わなければならない。 

４ 甲の責めに帰すべき理由により，前項の規定による支払いが遅れた場合においては， 

 乙は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，年2.5パーセントの割合で計算した額の遅

延利息の支払いを甲に請求することができる。 

 （甲の解除権） 

第９条 甲は，乙が次のいづれかに該当するときは，契約を解除することができる。 

    天災その他不可抗力によらないで，電力の供給をする見込みがないと認められると 

  き。 

   前号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反により契約の目的を達する 

  ことができないと認められるとき。 

   第11条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

   乙（乙が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。）が物品の購入等

  に係る競争入札参加資格審査要綱（昭和52年鹿児島県告示第166号）第２条第１項各

  号のいずれかに該当するとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては，乙は，九州地区の旧一般電気事

 業者が定めた最終保障供給約款による料金単価により算出した未検収分の基本料金及び

 電力量料金の額から，契約単価により算出した未検収分の基本料金及び使用量料金の額

 を減じた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を違約金として甲の指定する期

 間内に支払わなければならない。 

３ 甲は，前項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるとき

は，その損害の賠償を乙に請求することができる。 

第10条 甲は，契約期間の間，前条第１項の規定によるほか必要があるときは，契約を解 

 除することができる。 

２ 甲は，前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは，その

 損害を賠償しなければならない。 

 



 （乙の解除権） 

第11条 乙は，甲が契約に違反し，合理的な期間内に違反を解消しないときは，契約を解

 除することができる。 

２ 乙は，前項の規定により契約を解除した場合において，損害があるときは，その損害 

 の賠償を甲に請求することができる。 

 （解除の効果） 

第12条 契約が解除された場合には，第１条第２項に規定する甲及び乙の義務は消滅す

る。 

２ 甲は，契約が解除された場合において，甲が既に電力の供給を受けている場合は，当 

 該供給に相応する電気料金を乙に支払わなければならない。 

３ 前項の電気料金は，甲乙協議して定める。 

 （鹿児島県会計規則等の遵守） 

第13条 乙は，この契約書に定めるもののほか，鹿児島県会計規則その他関係法令の定め

 るところに従わなければならない。 

 （規定以外の事項） 

第14条 この契約に定めのない事項については，九州地区の旧一般電気事業者の定める標

 準供給条件並びに選択供給条件による。 

２ 前項に定めのない事項については，必要に応じて甲乙協議して定める。 

３ 甲及び乙は双方の了解無く，契約内容その他この契約に関する事項について第三者に 

公表してはならない。 



基　本　料　金

基　本　料　金

ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間

基　本　料　金

夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日

請求金額の算定 ＝  ｛（基本料金単価額①×力率修正率×契約電力）＋（使用電力量料金単価額②×使用電力量）

－（○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量）－（○○割引等単価額④×割引等対象使

用電力量）＋（燃料費調整単価（税込み）×使用電力量）＋（再エネ賦課金（税込み）×使用電

力量）｝

契　約　単　価　明　細　書

（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

使用電力量料金

契約単価額①

契約単価額②

使用電力量料金

契約単価額①

契約単価額②

夏季 その他季

（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

使用電力量料金

契約単価額①

契約単価額②

（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


